様式第２号（交付申請書）
令和　　年    月    日
公益財団法人福岡県スポーツ推進基金　理事長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属競技団体名　　　　　　　　　　　　　　
携帯電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　

　令和７年度福岡県パラアスリート助成金交付申請書

福岡県パラアスリート助成金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり助成金を申請します。

記

１  申請額     　　 　金    　　　　　円

２  添付書類　　　　　福岡県パラアスリート助成金活動計画書（別紙２－１）
　　　　　　　　　　　福岡県パラアスリート助成金収支予算書（別紙２－２）
　　　　　　　　　　　帯同者申請書（別紙２―３）
　　　　　　　　　　　福岡県教育文化表彰への推薦同意書（別紙２―４）

３　振込口座の内容
	銀行名
	銀行　　　　　　　　支店　　　普通　・　当座

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	


※ 振込口座の内容が記載された「通帳の写し」を添付すること
※ ゆうちょ銀行の場合は、店名の記載がある通帳の表紙をめくった下部分の写しも併せて添付すること




別紙２－１

　　　　　　　令和７年度福岡県パラアスリート助成金活動計画書


	
助成金額

	       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
　　　　競技種目

	


	

主な活動内容


	

	
活動に係る総額

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

	
補助金等の受領予定

	他に、補助金や助成金等を受けている、または受ける予定はあるか。
　□受けている、受ける予定→（補助金等名称：　　　　　　　　　　　　　）
　□受けていない、受ける予定が無い

	



今年度の目標




	












別紙２－２

　　　　　　　令和７年度福岡県パラアスリート助成金収支予算書

	（収入）
	
	（単位：円）

	区分
	予算額
	概算説明

	助成金
	
	

	団体（個人等）負担金
	
	

	その他
	
	

	計
	
	



	（支出）
	
	

	区分
	予算額
	概算説明

	報償費
	
	

	旅費
	
	

	需用費
	
	

	役務費
	
	

	使用料及び賃借料
	
	

	保険料
	
	

	計
	
	


別紙２－３

帯同者申請書

します。
しません。

福岡県パラアスリート助成金交付要綱第４条２項に該当する帯同者を申請


　（１）帯同者氏名
携帯電話番号
メールアドレス

　（２）帯同内容　　
　□　コーチ　　□　トレーナー　　□　競技用具等の修理・調整を行う者　　　　　　　　　　　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※　該当内容が証明できる書類を添付すること

　（３）収支予算について
　　　別表「福岡県パラアスリート助成金帯同者収支予算書」のとおり

　（４）振込口座の内容
	銀行名
	銀行　　　　　　　　支店　　　普通　・　当座

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	


※ 振込口座の内容が記載された「通帳の写し」を添付すること
※ ゆうちょ銀行の場合は、店名の記載がある通帳の表紙をめくった下部分の写しも併せて添付すること






※複数名の帯同者申請を行う場合は、１人ずつ申請書を作成すること。
別表

福岡県パラアスリート助成金帯同者収支予算書

	（収入）
	
	（単位：円）

	区分
	予算額
	概算説明

	助成金
	
	

	団体（個人等）負担金
	
	

	その他
	
	

	計
	
	




	（支出）
	
	

	区分
	予算額
	概算説明

	旅費
	
	

	計
	
	













別紙２－４


福岡県教育文化表彰への推薦同意書

します。
しません。

福岡県教育文化表彰への推薦にあたり、個人情報を提供することについて同意

（福岡県教育文化表彰とは）
福岡県教育委員会が福岡県教育委員会表彰規則（昭和４４年福岡県教育委員会規則第１０号）に基づき実施しているものです。
本助成金の対象者は、同表彰の推薦基準第６号（1）イに該当するため、福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ振興課から推薦する予定です。
　個人情報の提供に同意いただき、表彰対象者として決定した場合は、福岡県教育委員会体育スポーツ健康課から直接連絡があります。

（推薦基準）
第６号関係（教育関係者、児童生徒、一般社会人、団体、学校、公民館・図書館等）
(1) 教育関係者、児童生徒、一般社会人又は団体（グループで活動を行っているもの及び企業を含む。）であって、次に掲げる条件のうちの一つに該当すると認められるもの
ア　教育、学術、文化又はスポーツに関する有益な研究、発明又は発見をし、特に功績が顕著であると認められるもの
イ  教育、学術、文化又はスポーツに関する全国規模以上の大会・コンクール等において特に優秀な成績を収めたもの
ウ  ボランティア活動等を通し、生涯学習の振興又は青少年健全育成等に尽力し、特に功績が顕著であると認められるもの
エ  伝統文化の保存・伝承に尽力し、特に功績が顕著であると認められるもの
オ  その他教育､学術､文化又はスポーツの振興に功績が顕著であると認められるもの（スポーツ分野にあっては学校体育団体及びその構成員に限る。）


